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小牧市認知症カフェ運営補助金交付要綱  

平成２９年３月３１日  

２８小地第４４２２号  

（通則）  

第１条  小牧市認知症カフェ運営補助金（以下「補助金」という。）の交

付については、市費補助金等の予算執行に関する規則（昭和３４年小牧

市規則第３号。以下「規則」という。）の定めによるほか、この要綱の

定めるところによる。  

（交付の目的）  

第２条  補助金は、認知症カフェを運営する者に対し、その経費の一部を

補助することにより、認知症又は軽度認知障害（以下「認知症等」とい

う。）の人が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう生きがいづく

りを支援し、介護する家族の負担を軽減し、及び地域住民への認知症等

の啓発を促進することを目的とする。  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者は、市内で認知症カフェを実施する

個人又は団体のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

(1) 市税を滞納していない者  

(2) 当該事業に係る他の補助金等（小牧市認知症カフェ開設準備経費補

助金交付要綱（平成２９年３月３１日２８小地第４４２１号）の規定

に基づく小牧市認知症カフェ開設準備経費補助金を除く。）の交付を

受けていない者  

（補助事業）  

第４条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、個人又は団体が４月１日から翌年３月３１日までの間に実施する認

知症カフェの運営事業で、次の各号のいずれの要件にも該当するものと

する。  

(1) 次に掲げるアからエまでの全部又は一部を主たる目的とし、認知症

等の人及びその家族、地域住民、専門職等誰もが参加し、及び集う活
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動拠点として認知症カフェを実施し、かつ、営利、宗教又は政治活動

を目的としないこと。  

ア  認知症等の人及びその家族同士の交流及び情報交換  

イ  認知症等の人の家族の介護負担の軽減  

ウ  認知症状の悪化の予防  

エ  地域での認知症等の啓発  

(2) 市内で５人以上が集い、前号の活動目的を達成できる場所で実施す

ること。  

(3) 認知症カフェを月１回以上一定の場所で定期的に開催し、１回当た

りの開催時間は、おおむね２時間以上であること。ただし、災害その

他特別の理由により認知症カフェを開催することができなかった場合

は、この限りでない。  

(4) 認知症等の人及びその家族からの相談に対応するため、認知症等の

相談業務に従事した経験のある医師、看護師等の医療関係者、社会福

祉士、精神保健福祉士等の福祉関係者又は認知症キャラバン・メイト

等認知症等に関する知識を習得している者を１人以上配置すること。  

(5) 認知症サポーター養成講座の受講者等のボランティアの参加を積極

的に促進すること。  

(6) １年以上継続して実施できること。  

(7) 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的

な指針（平成２７年厚生労働省告示第７０号）第２の３の１（二）ロ

に規定する認知症地域支援推進員及び介護保険法（平成９年法律第１

２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターと

の連携に努めること。  

（補助対象経費）  

第５条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は、別表のとおりとする。ただし、人件費、交際費、慶弔費、懇

親会費その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費は、補助

の対象外とする。  
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（補助金の額）  

第６条  市は、予算の範囲内において、補助対象経費を補助事業を行う者

（以下「補助事業者」という。）に交付するものとし、その限度額は、

６０ ,０００円（開催月数が１２月に満たない場合は、開催月数に   

５ ,０００円を乗じて得た額）とする。ただし、社会福祉法人その他法

人格を有するものに係る補助金の額は、補助対象経費の額の２分の１以

内の額とし、その限度額は、３０ ,０００円（開催月が１２月に満たな

い場合は、開催月数に２ ,５００円を乗じて得た額）とする。  

（交付の申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を実施しようとす

る日の１５日前（補助事業を実施しようとする月が４月の場合にあって

は、同月３０日）までに規則第４条の規定により申請書を提出しなけれ

ばならない。この場合における補助金の申請額は、年度分のものとす

る。  

２  規則第４条第３号の書類は、次に掲げるものとする。  

(1) 団体の規約（団体の場合）  

(2) 構成員名簿（団体の場合）  

(3) 身分証明書（個人の場合）  

(4) 認知症カフェの実施場所を示した書類  

（申請の取下げ）  

第８条  申請の取下げをしようとする者は、規則第７条の通知を受け取っ

た日から起算して１５日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しな

ければならない。  

（計画変更等）  

第９条  補助事業者は、補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の

内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき

は、速やかに補助事業計画変更等承認申請書（様式第１）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更で、か

つ、交付決定を受けた補助金の額に変更を来さない場合については、こ
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の限りでない。  

(1) 補助金の目的を達成するための弾力的な運用に伴う事業内容の変更  

(2) 補助金の目的を損なわない事業計画の細部の変更  

２  規則第５条から第７条までの規定は、前項の申請があった場合に準用

する。この場合において、規則第７条中「補助金等交付決定通知書（様

式第２）」とあるのは、「補助金変更交付決定通知書」と読み替えるも

のとする。  

３  前項後段において読み替えて適用する補助金変更交付決定通知書は、

様式第２によるものとする。  

（実績報告書）  

第１０条  規則第１２条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添

えなければならない。  

(1) 収支決算書  

(2) 事業内容報告書  

(3) 領収書の写し又は支払証拠書類  

２  前項第１号から第３号までに規定する書類は、月毎に作成するものと

する。  

（補助金の交付）  

第１１条  補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第１

３条の通知を受け取った日から起算して２０日以内に補助金交付請求書

（様式第３。以下「請求書」という。）を提出するものとする。ただ

し、最終請求日は、補助事業を実施した年度の翌年度の４月３０日とす

る。  

２  補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、規則第７

条の通知を受け取った日から起算して２０日以内に補助金（概算払）交

付請求書（様式第４。以下「概算払請求書」という。）を提出するもの

とする。  

３  補助金は、請求書又は概算払請求書を受け取った日から起算して３０

日以内に交付するものとする。  
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（補助金の精算）  

第１２条  補助金の概算払を受けた者は、補助金の額の確定後、速やかに

補助金を精算しなければならない。  

２  補助金の確定金額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額とする。  

（雑則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事

項は、別に定める。  

附  則  

１  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

２  この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。  

３  前項に規定する日以前に規則第７条の規定による補助金の交付の決定

を受けた者に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。  

附  則  

１  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第７条第１

項及び附則第２項の改正規定は、令和４年３月２８日から施行する。  

２  改正後の小牧市認知症カフェ運営補助金交付要綱の規定は、この要綱

の施行の日以後に申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に

申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。  

   附  則  

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。  

   附  則  

１  この要綱は、令和３年１月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際現に改正前の小牧市ねたきり高齢者等介護者手当

支給要綱、小牧市外国人高齢者給付金支給要綱、小牧市高齢者世話付住

宅生活援助員派遣事業運営要綱、小牧市高齢者能力活用推進事業費補助

金交付要綱、小牧市老人クラブ育成事業費補助金交付要綱、小牧市高齢

者外出支援サービス事業実施要綱、小牧市訪問理美容サービス事業実施

要綱、小牧市高齢者等健康診断書料助成金交付要綱、小牧市社会福祉法

人運営費補助金交付要綱、小牧市認知症カフェ開設準備経費補助金交付

要綱、小牧市認知症カフェ運営補助金交付要綱及び小牧市認知症高齢者
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等あんしん補償事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、

改正後の小牧市ねたきり高齢者等介護者手当支給要綱、小牧市外国人高

齢者給付金支給要綱、小牧市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業運営

要綱、小牧市高齢者能力活用推進事業費補助金交付要綱、小牧市老人ク

ラブ育成事業費補助金交付要綱、小牧市高齢者外出支援サービス事業実

施要綱、小牧市訪問理美容サービス事業実施要綱、小牧市高齢者等健康

診断書料助成金交付要綱、小牧市社会福祉法人運営費補助金交付要綱、

小牧市認知症カフェ開設準備経費補助金交付要綱、小牧市認知症カフェ

運営補助金交付要綱及び小牧市認知症高齢者等あんしん補償事業実施要

綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。  

   附  則  

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

２  改正後の小牧市認知症カフェ運営補助金交付要綱の規定は、令和４年

４月１日以後に申請された補助金から適用し、同日前に申請された補助

金については、なお従前の例による。  

   附  則  

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

２  改正後の小牧市認知症カフェ運営補助金交付要綱の規定は、令和６年

４月１日以後に申請された補助金から適用し、同日前に申請された補助

金については、なお従前の例による。  

別表（第５条関係）  

補助対象経費  経費の内容  

報償費  講師及び専門家への謝礼等  

需用費  資材、書籍等の購入費、チラシ、ポスター、資料、

報告書等の印刷費、材料費、消耗品費等  

光熱水費  

お茶等の食糧費  

役務費  通信運搬に係る経費、保険料等  

使用料及び賃借料  会場使用料、機械等の賃借料  

その他の経費  その他市長が認知症カフェの運営に必要と認める経

費  
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  様式第１ (第９条関係 ) 

 

補助事業計画変更等承認申請書  

 

年   月   日   

 

 

（宛先）小牧市長  

 

              補助事業者住所（所在）  

                   氏名（名称）         

 

年   月   日付け   第   号で交付決定通知を受けた補助事業

について計画を（変更・中止・廃止）したいので、次のとおり申請しま

す。  

 

 

１  補助事業の名称  

 

２  変更後の補助金申請額   金      円  

 

３  計画変更等の理由   

 

４  計画変更の内容  

   

 

※計画変更の内容は、変更前と変更後の内容が対比できるように作成

し、事業内容、予算書その他の変更を明らかにする資料を添付するこ

と。  

 

備考  １  この様式中必要としない事項を省略し、又は必要に応じて修正す

ることができる。  

２  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  
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様式第２（第９条関係）  

 

補助金変更交付決定通知書  

 

第      号   

  年   月   日   

 

様  

 

 

小牧市長        印   

 

年   月   日付け   第   号で交付決定した補助金につい

て、次のとおり変更したので通知します。  

 

１  補助事業の名称  

 

２  変更後の補助金の額   金        円  

 

３  計画変更の内容  

 

４  条件  

 

 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  
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様式第３（第１１条関係）  

 

補助金交付請求書  

 

年   月   日   

 

 

（宛先）小牧市長  

 

 

補助事業者住所（所在）             

氏名（名称）            

 

年   月   日付け   第   号で額の確定を受けた補助金につ

いて、次のとおり請求します。  

 

１  請求金額   金         円  

 

２  振込先  

 

(1) 金融機関名             

 

(2) 科目      普通・当座  

 

(3) 口座番号              

 

   （フリガナ）  

(4) 口座名義人                   

                         

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  
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様式第４（第１１条関係）  

 

補助金（概算払）交付請求書  

 

年   月   日   

 

 

（宛先）小牧市長  

 

 

補助事業者住所（所在）             

氏名（名称）             

 

年   月   日付け   第   号で交付決定通知を受けた補助金

について、次のとおり請求します。  

 

１  請求金額   金         円  

 

２  振込先  

(1) 金融機関名             

(2) 科目      普通・当座  

(3) 口座番号              

   （フリガナ）  

(4) 口座名義人                   

                        

 ３  概算払を必要とする理由  

 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  


